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総合考慮のもと普通預金債権が口座名義人ではない者に帰属すると判断された事例

【文 献 種 別】　判決／東京高等裁判所
【裁判年月日】　令和 1年 9月 18 日
【事 件 番 号】　平成 31年（ネ）第 1576 号
【事　件　名】　損害賠償請求、独立当事者参加申立控訴事件
【裁 判 結 果】　控訴棄却（確定）
【参 照 法 令】　民法 494 条・666 条、民事執行法 160 条
【掲　載　誌】　金判 1582 号 40 頁
◆ LEX/DB 文献番号 25564692

…………………………………… ……………………………………
大阪大学准教授 髙　秀成

事実の概要

　Ｚ（第一審参加人・控訴人）は、再生可能エネ
ルギーに係わる新技術の研究開発等を目的とする
株式会社である。Ａは、最先端素材の開発・販
売等を目的とする株式会社である。平成 28 年 10
月 16 日、Ｚ社の会長であったＢは、Ａの取締役
Ｄとの間で、次の内容の覚書（以下、「本件覚書」）
を締結した。「(1) Ｄは、Ｂの要請する地方銀行に
新たに口座を開設する。……口座名義人はＡとす
る、(2) Ｄは預金通帳を保管するものとし、Ｂは
キャッシュカード及び銀行届出印を保管する。Ｂ
は、同人の裁量により入出金ができる。(3) Ｂは、
当該口座に入金があった場合、直ちにＤにその旨
を報告するとともに、Ｂの判断により、当該口座
から送金、振替等を行うことができる」。本件覚
書は、国立大学法人Ｃに研究費用の寄附をするに
あたり、資金はＺが用意する一方、寄附の主体を
Ａとし、上場を目指すＡに実績を積ませることを
目的として締結されたものである。同年 12 月 1
日、ＺＡ間で、ＺがＡに対し、報酬を 7500 万円
とし、Ａの有する技術を活用した研究やＺとの協
働を発案する業務等を委託する旨の契約（以下、
「本件業務委託契約」）を締結した。ただし、同報
酬は全額Ｃ大学への寄附金および経費に充てられ
るものであり、Ａが実際に報酬を受け取ることは
想定されていなかった。同日、Ａは、Ｂに対し、
Ａ名義の預金口座の預金通帳を用い、Ｂが出金や
Ｃ大学への振込み等を行うことを委任する旨の委
任状を交付した。同年 12 月 9 日、Ａは、本件覚
書に基づき、1000 円を入金し、Ｙ銀行（被告・被

控訴人）α支店に普通預金口座（以下、「本件普通
預金口座」）を開設し、Ｂが銀行届出印（本件覚書 (2)）
に加えて、預金通帳も保管していた。
　Ｚは、平成 29 年 3 月 10 日、Ｃ大学への寄付
金等として、Ｅ信用金庫β支店のＺ名義の預金口
座から、本件普通預金口座に 7500 万円を振込送
金した。Ｂは、同月 13 日、本件普通預金口座か
らＣ大学に振込送金しようとしたが、Ａから本件
普通預金口座の預金通帳および銀行届出印の紛失
通知が提出されていたため、振込送金することが
できなかった。そこで、Ｚは、同日、β支店に対し、
7500 万円の送金の組戻しを依頼したが、Ａの同
意が得られなかったため、組戻しができなかった。
　他方、平成 29 年 3月 12 日、Ａに 8000 万円の
貸金債権を有していたＸ（原告・控訴人）は、東
京地方裁判所に対し、Ｘを債権者、Ａを債務者、
Ｙを第三債務者として、ＡがＹに対して有する本
件普通預金口座に係る預金債権（以下、「本件普通
預金債権」）について債権差押命令および転付命令
（以下、「本件両命令」という）の申立てをし、本件
両命令は、同年 4月 4日に確定した。
　Ｚは、同年 4月 7 日、Ｙに対し、Ａに対する
預金通帳の再発行や払戻しに応じないよう求める
書面を送付した。そして、Ｘは、Ｙに対し、本件
両命令に基づき、本件普通預金債権をＸに支払う
よう求めたが、Ｙはこれを拒絶した。その後、Ｙは、
同年 5月 17 日、東京法務局に対し、Ｙは債権者
不確知を理由として、本件普通預金債権 7500 万
1000 円とこれに対する利息 6円および遅延損害
金を供託した（以下、「本件供託」）。
　Ｘは、Ｙに対し、本件普通預金債権の払戻拒絶
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が不法行為であるとして、損害賠償金および遅延
損害金の支払を請求するとともに（主位的請求）、
7500 万 1006 円の預金払戻請求および遅延損害
金の支払を請求した（予備的請求）。そして、Ｚは、
自身が本件普通預金債権の債権者であると主張し
て独立当事者参加をし、Ｘに対し、Ｚが本件供託
に係る供託金還付請求権を有することの確認を求
め、Ｙに対しては、本件普通預金債権に係る預金
返還請求権に基づき預金ならびに利息および遅延
損害金の支払を請求した。
　原判決（東京地判平 31・2・27 金判 1582 号 46 頁）
は、本件普通預金口座の預金者は口座名義人であ
るＡではなく、Ｚであり、本件普通預金債権の債
権者はＺであると判断し、Ｘの主位的請求および
予備的請求をいずれも棄却するとともに、ＺのＸ
に対する請求を認容し、ＺのＹに対する請求につ
いては棄却した。これに対し、Ｘが原判決を不服
とし、ＹおよびＺを被控訴人として本件控訴を提
起した。

判決の要旨

　控訴棄却（確定）。
　「普通預金は、定期預金と異なり、預金口座を
開設した後、日常的に入出金が繰り返され、流動
性があることが予定されている。したがって、普
通預金については、定期預金のようにその出捐者
によって直ちに預金者が定まるものとは考え難
く、当該普通預金口座を開設した主体や経緯、預
金通帳や銀行届出印の管理の状況、その後の入出
金を行っていた主体や経緯などの諸般の事情を総
合的に考慮した上で、預金者を認定すべきである
（最高裁判所平成……15 年 2 月 21 日第二小法廷
判決・民集 57 巻 2 号 95 頁参照、最高裁判所平
成……15 年 6 月 12 日第一小法廷判決・民集 57
巻 6号 563 頁参照）」。
　「前提事実……並びに認定事実……によれば、
①本件普通預金口座は、口座名義人はＡであるも
のの、Ｂの依頼に基づいてＡが開設手続をしたも
のであり、開設の目的は、ＢがＣ大学において行
う寄附研究のための寄附金を同口座からＣ大学に
送金するとともに、同寄附研究に関して使用する
経費を保管することであったこと、②ＢとＡの間
では、本件業務委託契約に定める報酬を上記の寄
附金及び経費に充てることとし、本件普通預金口

座には、Ｚから上記寄附金及び経費に充てる資金
として 7500 万円が振り込まれることが合意され
ていたこと、③Ｂは、Ａから、本件普通預金口座
の入出金について、Ｂの裁量ないし判断において
これを行うことができる旨の委任を受けていたこ
と、④本件普通預金口座の預金通帳及び銀行届出
印は、同口座の開設直後から、Ａの了解の下にＢ
が保管していること、⑤本件普通預金口座にその
開設に当たって預け入れられた 1000 円はＡが負
担したものであるが、その後に入金された 7500
万円はＺが振込送金したもので、その資金はＺが
負担しており、他に預入れ又は払戻しがされたこ
とはなかったこと、⑥Ｂは、本件普通預金口座の
開設から同口座へのＺからの 7500 万円の振込送
金がされた時期において、Ｚの会長として実質的
にその運営を掌握していたことが認められる。こ
れらの事情を総合的に考慮すれば、本件普通預金
口座の預金者はＺであり、本件普通預金債権の債
権者はＺであって、Ａではないと認められる。」
　（最判平8・4・26民集 50巻 5号 1267頁に照らせば、
Ａが 1000 円の原資を負担して開設した本件普通預金
口座に、その後入金された預金債権はＡに帰属する
とするＸの主張に対して）「平成 8年最判は、振込
依頼人と受取人との間に振込みの原因となる法律
関係が存在しない場合についてのものであって、
本件のように……一定の法律関係がある場合とは
事案を異にするというべきであり、上記の判断と
矛盾するものではない。……なお、本件普通預金
口座の開設に当たって預け入れられた1000円は、
Ａが負担したものである。しかし、上記のとおり、
普通預金については、口座開設の主体や経緯、預
金通帳や届出印の管理の状況等を総合的に考慮し
て預金者を認定すべきであるところ、本件普通預
金口座については、上記の 1000 円は、その後に
振込送金された 7500 万円と比較すれば極めて少
額であり、口座開設の目的等に照らせば、上記の
預入れに係る 1000 円を含めて本件普通預金口座
の預金の預金者はＺであると認めることができる
のであって、これを前提としてＡとＢあるいはＺ
との間に上記 1000 円に係る債権債務関係が生ず
ることがあり得るにとどまるというべきである」。

判例の解説

　一　「預金者の認定」をめぐる学説対立
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　いわゆる「預金者の認定」の問題については、
客観説と主観説の対立があった。最判昭 48・3・
27（民集 27 巻 2号 376 頁）は、無記名定期預金に
ついて、「出捐者が……他の者に金銭を交付し無
記名定期預金をすることを依頼し、この者が預入
行為をした場合であっても、預入行為者が右金銭
を横領し自己の預金とする意図で無記名定期預金
をしたなどの特段の事情の認められないかぎり、
出捐者をもって無記名定期預金の預金者と解すべ
き……けだし、無記名定期預金契約締結されたに
すぎない段階においては、銀行は預金者が何人で
あるかにつき格別利害関係を有するものではない
から、出捐者の利益保護の観点から、右のような
特段の事情のないかぎり、出捐者を預金者と認め
るのが相当」として客観説（出捐者説）を採用し、
この立場は、長らく確立した判例法理とみなされ
てきた（記名式定期預金については最判昭 52・8・9
民集 31 巻 4 号 742 頁など）。これに対して、主観
説は、預入行為者が特に他人のために預金をする
旨を明らかにしていない限り、預入行為者が預金
者であるとする１）。ところが、平成 15 年の 2つ
の最高裁判決の登場により、議論状況の変化が生
じた２）。

　二　2 つの平成 15 年判決の理解について
　最判平 15・2・21（民集 57 巻 2 号 95 頁。以下、
平成 15 年 2月判決）は、損害保険会社Ａの損害保
険代理店Ｂが、保険契約者から収受した保険料の
みを入金する目的で金融機関に開設した「Ａ代理
店Ｂ」名義の普通預金口座に係る預金債権が損害
保険代理店に帰属すると判断した。最判平 15・6・
12（民集 57巻 6号 563頁。以下、平成 15年 6月判決）
は、債務整理を受託した弁護士が自己名義の普通
預金口座を開設し、委託者から預かった金銭を入
金した事案について、当該口座に係る預金債権が
弁護士に帰属すると判断した。この 2つの平成
15 年判決について、まず、㋐平成 15 年判決は客
観説を維持しつつ、預金債権の帰属にあたっての
考慮要素をより詳細に示したとの理解がある。考
慮要素としては、ⓐ口座開設者、ⓑ口座名義、ⓒ
口座の管理、ⓓ金銭の帰属が抽出される３）。㋑客
観説に異質な要素（ⓐⓑ）が示されたとして、定
期預金も含めて一般的な契約当事者の確定（ない
し効果帰属）ルールに回帰し、事実上の判例変更
があったとする理解がある。この理解は、ⓒを代

理の主要事実に関する間接事実と位置づけ、ⓓは
付加的な理由づけに過ぎないとする４）。また、㋒
預入れごとにそれを組み込んだ新たな一個の預金
債権が成立する普通預金には客観説が適合せず、
普通預金については一般的な契約当事者の確定
ルールが採用されているとする理解もある５）。

　三　本判決の考慮事実
　本判決は、平成 15 年両判決を参照しつつ、「普
通預金については、定期預金のようにその出捐者
によって直ちに預金者が定まるものとは考え難
く、当該普通預金口座を開設した主体や経緯、預
金通帳や銀行届出印の管理の状況、その後の入出
金を行っていた主体や経緯などの諸般の事情を総
合的に考慮した上で、預金者を認定すべき」と定
式化する。本判決は、定期預金と普通預金を区別
する点では上述の㋒の理解に近いといえるが、総
合考慮のあり方によっては、㋐の理解に近いと見
ることも可能である。ただし、ここでの定式化に
おいては、金銭の帰属（ⓓ）への言及がない。
　本判決は、総合考慮にあたり、①口座開設の目
的、②寄附金・経費の入金についての合意、③入
出金の裁量の所在、④通帳・届出印の保管につい
ての了解、⑤口座開設後の入出金（Ｂ負担の 7500
万円の入金のみ）、⑥ＢがＺの実質的運営者であっ
たことを事実として挙げる。
　ここで、口座開設の目的（①）と併せて、口座
開設者（ⓐ）と口座名義（ⓑ）が言及されるもの
の、大きな比重が置かれていない６）。そして、②
⑤は金銭の帰属（ⓓ）に関わるが、②は口座開設
時点での当事者間の合意である点に留意が必要で
ある。これに対し、口座の管理（ⓒ）については、
時系列に沿って７）、詳細に確認されている。ただ
し、実際の管理状況よりむしろ、口座開設時点に
着目し、その目的や口座の管理に関わる当事者間
の合意などの内部的事情を詳細に考慮事実として
列挙している点に特徴がある。

　四　本判決の総合考慮と普通預金の性質
　１　7500 万円の振込みと金銭の帰属
　普通預金は、「入金が行われるたびにその額に
ついての消費寄託契約が成立」し、「その結果発
生した預貯金債権は、口座の既存の預貯金債権と
合算され、一個の預貯金債権として扱われ」、「一
個の債権として同一性を保持しながら、常にその



4 新・判例解説Watch4

新・判例解説 Watch ◆ 民法（財産法）No.200

残高が変動し得る」（最判平 28・12・19 民集 70 巻
8 号 2121 頁）とされるため、1000 円と 7500 万
円それぞれにつき、預金債権がＡとＺに分属する
立場を採用することができない。本判決は、ごく
少額の入金を除いて、その他の入出金が殆どない
場合には、主たる原資の帰属（ⓓ）を軸に判断し
ているようである（分析α）。
　なお、平成 15 年 6 月判決は、原資となる前払
費用（民 649）は、「受任者の責任と判断において
支配管理」するものとして、受任者に帰属すると
判断する。本判決の事案では、本件業務委託契約
上、Ａに裁量はなく、本件覚書でも、事務処理は
Ｂが行うものとされている。そうすると、本件業
務委託契約に基づき、「報酬」名目で振り込まれ
た 7500 万円が形式上、前払費用（民 649）と法
性決定されるとしても、直ちにＡへの帰属が認め
られるわけではない。本判決は、支出に裁量の余
地のない（「封金」に近い）原資は、受任者への帰
属を認めない方向性を示していると分析すること
もできる（なお、預金口座を通じた決済（民 477 参照）
が一般化していることからすると、現金交付と振込
みに係る事案の差異は相対化されよう８））。

　２　口座開設後の事情と預金債権の帰属
　受任者の裁量は、口座自体の管理（ⓒ）の問題
とは一応区別される。しかし、一旦、預金口座に
入金されたならば、交錯する形で問題となる。そ
のため、本判決は、総合考慮としては、ⓒに傾斜
した判断をしているように映る。ただし、平成
15 年両判決が示すように、ⓒは、口座開設後の
事情をも包摂する。しかも、本判決は口座開設後
の 7500 万円の振込みを重視する。そうすると、
理論上は、口座開設時点と、その後の入出金や管
理に応じて、預金債権の帰属者が転換することを
認めることになりうる（なお、本判決が、「預金者」
と「預金債権の帰属〔者〕」の概念を区別しているか
は判然としない）。
　本判決は、誤振込みに関する最判平 8・4・26（民
集 50 巻 5号 1267 頁）は、「振込依頼人と受取人と
の間に振込みの原因となる法律関係が存在しない
場合についてのものであって、本件……とは事案
を異にする」という。しかし、仮に口座開設時点
ではＡが預金債権の帰属者とされるならば、後の
振込みの原因となる法律関係が存在する場合にお
いても同様の問題が生じる。

　本判決のもうひとつの見方としては、口座開設
時点に預金債権の帰属者はＺに定まっており、そ
の後の 7500 万円の振込みについても普通預金の
性質に応じて当然にＺへ帰属すると考えたと分析
することもできよう（分析β）。この場合、その
後の事情はあくまで回顧的に口座開設時点での目
的や合意を推認する事実に位置づけられうる９）。
そうすると、金銭の帰属（ⓓ）や口座名義（ⓑ）
の要素が後退し、口座の管理（ⓒ）、なかでも口
座開設の目的（①）や、出捐者との間の合意（②③）
など当事者の主観的事情や内部関係 10）がクロー
ズアップされる。このような総合考慮のあり方が
平成 15 年両判決の枠組みに沿うものであるかに
ついては異論がありうるが、かつての客観説のな
かに存した、原資の拠出者と預入行為者との間の
内部関係に着目して出捐関係を捉える枠組み 11）

と照応させて検討する余地がある 12）。
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１）学説状況につき、升田純「預金帰属の主観説、客観説、
折衷説」金法 1686 号（2003 年）32 頁を参照。
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をめぐる環境変化につき、加毛明「判批：最判平 15・2・
21」法協 121 巻 11 号（2004 年）231 頁。
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８）集金型（平成 15 年 2 月判決）と金銭交付型（平成 15
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10）白石大「本件判批」金法 2145 号（2020 年）14 頁。
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金法 1746 号（2005 年）24 頁、片山・前掲注７）89 頁、
白石・前掲注 10）14 頁を参照。


